
はじめに

北海道農業の歴史を紐解いて見ると、

開拓当初のジャガイモは、樹木の伐採、

雑草の刈り払いや焼き払いを行い、必

要な間隔をおいて孔を掘る点播方式で

栽培され、最初はすべて無肥料で、数

年あるいは２０～３０年にわたる無肥料耕

作ののち、地力が損耗し、収量が減少

してきて初めて施肥や輪作が行われる

ようになったとある。その理由は、む

しろ開墾地では地力が肥沃で他の作物

では繁茂し過ぎて結実・登熟に至らな

い時でもジャガイモは高収量が得られ、

他作物を栽培するための前作物的意味

があったと記されている（北海道農業

発達史上巻、１９６７）。麦類や豆類も同

じように本来的にもっている土壌の生

産力に依存した地力収奪型で栽培され

ていったのである。

このことが地力の損耗と病害虫の多

発を招き、化学肥料や化学合成農薬の

多投を必要とし、塩類集積や環境への

負荷の増大へと連なっていると見るこ

とができる。特に第２次世界大戦後の

わが国経済復興のための食料の大量生

産・大量輸送を前提とした化石エネル

ギー大量使用による機械化・省力化と

化学肥料や化学合成農薬のさらなる大

量投下へと益々環境悪化や食の安全性

への不安を強めてきた。

筆者は、日本農林規格に定められた

「有機農産物」及びいわゆる減肥・減

農薬栽培を主体とする「特別栽培農産

物（農水省ガイドライン表示）」の認証

に関わりをもっており、全国で展開さ

れているこれらの認証農産物の評価か

ら、これまでのクリーン農業技術の評

価と問題点及び今後の展開方向への期

安全で良質な農産物の
生産

木村 宏（きむら ひろし）

北海道有機農業研究会会長
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待について私見を述べてみたい。

環境保全型農業における

クリーン農業の位置付け

いま、わが国が進めようとしている

「環境保全型農業」は、「農業の持つ

物質循環機能を生かし、生産性との調

和などに留意しつつ、土づくり等を通

じて化学肥料、農薬の使用等による環

境負荷の軽減に配慮した持続的な農

業」で、そのための技術指針が示され

ている。

北海道はこれを受けて「環境保全型

農業推進事業」として取組を開始し、

１９９２年「北海道クリーン農業推進方

向」を策定している。

「クリーン農業」は、環境保全型農業

ないしは環境調和型農業としてのみな

らず、流通や販売等消費までを含めた

概念として進められ、これまでに１１年

を経過する中で、農業試験場等で開発

された技術を駆使して生産された農産

物として、「北のクリーン農産物」の

名のもとに『Yes!Clean』表示された

農産物が出荷されるようになった。

北海道クリーン農業技術指針（平成

９年度）によれば、クリーン農業の概

念は、冒頭に述べた環境保全型農業の

定義を受けて「有機物の施用などによ

る土づくりに努め、農薬や化学肥料の

使用を必要最小限に止める等、環境と

の調和に配慮した安全・高品質な農産

物の生産を進める農業」であり、現行

の生産資材等の適正利用による基本技

術型農業から、農薬、化学肥料を一切

使用しない有機農業までを含む幅広い

概念と位置付けている。

すなわち、これまでの北海道農業の

スタンスは地域の気象・土壌条件に即

した栽培管理の基本技術の徹底及び農

薬、化学肥料等生産資材の適正利用に

より、安全・良質な農産物の生産とコ

ストの低減をめざす農業に置いており、

これに開発された新技術を導入するこ

とで土づくりや品種の選定・播種から

収穫までの全過程を総合的に管理する

などにより、現行（この時点では平成

３年度）水準に比し、農薬、化学肥料

等の節減を図り、より安全で持続的に

確立される農業を「クリーン農業技

術」の目標に置いている。

北海道での肥料・農薬の

使用量はどの程度か

平成２～４年次の農畜産物生産費調

査から幾つかの作物について使用農薬

●特集「これからの北海道農業」
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費を北海道と都府県と比較してみると

表１のようであった（木村１９９５）。

北海道クリーン農業戦略会議

（２００２）資料に、農水省北海道統計情

報事務所調査による平成１１年農業生産

環境調査資料に基づき、化学肥料及び

農薬の１０a当たり使用量について都府

県との比較を表示しているので、これ

を引用すると表２の通りである。農薬

については平成３年頃に比し北海道で

の使用量は明らかに少ない。これはク

リーン農業技術の成果ともいえる。

農薬の１０a当たり使用量では葉茎菜

類の７７．５％、水稲の７１．０％を除くと

６．６～３２．５％と北海道農産物のクリー

ン度が高いことを明らかにしている。

ただ残念なことに現在のクリーン度の

表現には数値表現を取っておらず、農

水省ガイドライン表示に見られる「当

該地域の慣行の５０％以下の使用量」が

特別栽培農産物とされているので、他

都府県との比較によるクリーン度がな

かなか一般消費者に理解されていない

のが現状であろう。

環境保全型農業推進事業へ

の全国的取組みの現状

「北のクリーン農産物表示制度」は、

北海道全体で取り組んできた「クリー

ン農業」を土台として、農薬や化学肥

料の使用を削減して生産することを目

的に道立農業試験場等により開発・改

良された「クリーン農業技術」を導入

して、技術導入前に比べ農薬や化学肥

料の投入量を削減して生産された、よ

りクリーンな農産物について、その栽

培方法などを分かり易く表示すること

により、道産農産物の優れた点をア

ピールするものとしている。（北海道

表１ 主要農作物別の農薬費（１０a当たり）の比較 （単位：円、％）

区
分

水 稲 キ ャ ベ ツ タ マ ネ ギ

北海道 都府県 比 北海道 都府県 比 北海道 都府県 比

Ｈ２ ６，５４３ ７，６２７ ８６ ２，８６２ ４９，６９０ ５ １３，９１４ １７，９１７ ７８

Ｈ３ ５，９４３ ７，７２８ ７７ ２，６０４ ５９，５０８ ４ １４，１５３ １７，９０７ ７９

Ｈ４ ６，１８１ ７，３９７ ８４ ２，５７８ ５，５７８ ５ １３，９４９ １３，７２０ １０２

資料：各年農畜産物生産費調査（農水省）より抜粋。（木村（１９９５）より。）
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クリーン農業戦略会議資料：２００２）

農林水産省によれば平成１３年度現在

の都道府県独自の有機農産物等の認証

等制度を設定し、環境保全型農業推進

事業に取り組んでいるのは、次の北海

道を含め２３都道府県である。（表３）

また、有機農産物認証のための登録

認定機関６０機関（平成１４年３月現在）

の中で、自治体や JA、第三セクター

等による県内農産物の認証に取り組ん

でいるのは、岐阜、長崎、青森、石川、

岡山、埼玉、兵庫、山形、福井、長野

の１０県で、北海道では（財）北農会他

１が登録認定機関として認可されてお

り、このほか宮崎県の綾町が取得して

いる。

特別栽培農産物への取り組みで、農

林水産省の定める表示ガイドラインに

準じた認証制度の導入状況については

農林水産省の調査によれば（平成１３年

９月現在）、図１のように類型区分さ

れる。北海道はこの中では位置付けら

れていない。

北の農産物「Yes! clean」

表示の評価

北海道のクリーン農産物表示では、

どのような開発・改良されたクリーン

農業技術によって生産されたものであ

表２ 主要作物別の肥料・農薬使用量の比較 （１０a当たり）

作物の
類型区分

化学肥料使用量（Kg） 農薬使用量（gr）

北海道 都府県 比（％） 北海道 都府県 比（％）

果 菜 類 ３９ ７５ ３２ ３４７ ５，２５５ ７

葉 茎 菜 類 ８３ ６９ １２６ １，８３３ ２，３６４ ７８

根 菜 類 ５３ ４８ １１０ ５６７ ４，２３５ １３

その他野菜 ７３ ５４ １３５ ３４１ ３，２６８ １０

施 設 野 菜 ５６ ６０ ９３ ９５５ ６，２４５ １５

果 樹 １９ ４０ ４８ ２，６５９ ８，１９３ ３３

畑 作 物 ３１ ５９ ５２ ５６３ ５，５７６ １０

水 稲 ２８ ２７ １０３ ４３１ ６０７ ７１

平成１１年度農業生産環境調査（農水省北海道統計情報事務所。但し水稲は平成１０年
度農業経営統計調査）（北海道クリーン農業戦略会議資料より作成）

●特集「これからの北海道農業」
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るかの記載のみのために、農林水産省

の特別栽培農産物ガイドライン表示に

は残念ながら該当しないこととなる。

前述のように北海道農業全体が本州

農業に比し肥料・農薬の使用量が少な

く、さらに目標をその３０％減において

開発・改良された技術であるから、実

際的には本州産に比べてかなりの減肥

・減農薬になっているのであるが、ガ

イドライン表示に求められている当地

表３ 都道府県独自の有機農産物等の認証等制度設定自治体（農林水産省：２００１）

自治体名 認 証 等 推 進 事 業 名

北海道 クリーン農業推進協議会による表示制度

青 森 有機農産物等表示認証制度（H１１）

宮 城 有機農産物等表示認証制度（H１１）

秋 田 特別栽培農産物認証制度（H１２）

山 形 �県農業技術協会有機農産物等認証審査会による認証制度（H１１）
福 島 特別栽培農産物の認証制度（H１３予定）

茨 城 特別栽培農産物の認証制度を検討中

栃 木 とちぎの特別栽培農産物認証・表示制度（H１２）

群 馬 特別栽培農産物の認証制度（H１３予定）

埼 玉 有機農産物・特別栽培農産物認証制度（H１０）

東京都 有機農産物等認証制度

新 潟 特別栽培農産物認証制度

石 川 有機農産物認証事業（H１０～１２）

長 野 環境にやさしい農産物表示認証制度

岐 阜 ぎふクリーン農業表示制度

三 重 みえの地産地認証事業費（H１３）、「南紀ゆうきの里」推進事業（H１３～１５）

滋 賀 近江こだわり農産物認証制度（H１３予定）

兵 庫 有機農産物認証制度（H１３廃止、JA兵庫が登録認定機関取得）

和歌山 特別栽培農産物認証制度（H１３予定）

島 根 エコロジー農産物推奨制度

岡 山 有機無農薬農産物認証要領（H１）

高 知 農産物等特別表示認証制度（H６）、減農薬栽培農産物表示認証制度（H１１）

熊 本 熊本型有機農産物等生産基準
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図１ 農林水産省ガイドライン表示に対する都府県の認証制度の取り組み
� ガイドラインと同じ区分対象
長野、秋田、茨城、長野、香川

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行 減化学合成農薬に
ついては、長野は
地区慣行使用回数
の３０％減も対象

無化学肥料 ○ ○ ○

減化学肥料 ○ ○ ○

慣 行 ○ ○

� 無及び減化学肥料・農薬の４区分
青森、宮城、栃木、埼玉、東京、熊本

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行 減化学肥料につい
ては、熊本は地区
慣行使用量の７０％
減以上が基準

無化学肥料 ○ ○

減化学肥料 ○ ○

慣 行

� 上記４区分に無化学肥料・農薬を加えた６区分
佐賀

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行

無化学肥料 ○ ○ ○

減化学肥料 ○ ○

慣 行

� 無化学肥料・農薬及び減化学合成農薬の３区分
福井

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行

無化学肥料 ○ ○

減化学肥料 ○

慣 行

� 無化学合成農薬および減化学肥料・農薬の２区分
高知

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行

無化学肥料

○減化学肥料 ○

慣 行

●特集「これからの北海道農業」
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比５０％減には該当せず、また具体的に

使用されている肥料・農薬の名称や量

・回数等が不明ということで、本州消

費地での評価がいまいちとの話をしば

しば聞くことがあり残念である。

しかし、平成３年以来、化学肥料・

農薬の３０％減、３つの品質（安全、お

いしさ、栄養価）の向上を技術開発の

目標として、平成１２年度までに開発さ

れた技術は７８を数え、その他の技術開

発で成果を得た関連技術を併せると

１６８の技術が開発されており、２２品目

についての「クリーン農業技術指針」

が示され、Yes !clean 登録生産集団は

平成１３年度で２９市町村４３集団が登録さ

れ、１７品目、作付面積約５，０００ha、総

出荷量は６万７，０００tに達しており、

平成１４年度では、さらに登録生産集団

の増加が見込まれているなどの成果を

着実にあげている。

道産農産物のその他の表示

いま、北海道産農産物については、

財団法人北農会有機農産物検査・認証

センター等が実施する改正 JAS法に

基づく有機農産物の認証は、平成１３年

１２月現在で認定農家戸数で１４４戸（全

国３，１９０戸）、２９品目、作付面積２７，１４６

ha、北海道有機農業研究協議会が認

証する農水省ガイドライン表示に準拠

した特別栽培農産物は、６１戸、１８品目、

作付面積２３，２０３haである。

また JA北海道ホクレンが実施する

「クリーンDo」は、コープこうべの

「フードプラン」の取り組みを導入した

もので、平成３年から実験事業を開始

し、平成６年から本格事業化したもの

であるが、平成１１年度から「クリーン

Do」として、一種の契約栽培の形で特

� どちらか一方のみの区分は除外し、１区分のみ
岐阜、滋賀、島根

無化学合成農薬 減化学合成農薬 慣 行

無化学肥料
○

減化学肥料

慣 行

� 減化学肥料・農薬の１区分のみ（図は省略）

新潟
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別栽培農産物の栽培基準を設定し、３６

農協で１６品目、４万２５０tを７２のユー

ザーに提供している。平成１３年産につ

いては計画として６２農協で７万５００t

の大幅増で、生食用のみならず、加工

用向けの需要にも対応していくことと

している。

このように道内産はいろいろの形で

の認証が行われているが、消費者の求

める第三者認証、あるいは明確な化学

肥料・農薬の使用実績の明記が必要で

はなかろうか。前述のように特別栽培

農産物のガイドライン表示も各県まち

まちで、農林水産省のホームページア

ンケート調査（２００１）でも表示ガイド

ラインの信頼度はどちらとも言えない

が５７％、信頼できないが２３％となって

おり、その理由は農薬や化学肥料がど

の程度使用されているのか判らないか

らが３６％、どういう栽培をしているか

判らないからが２３％を占めていること

から見ても、導入した技術のみではな

く実際に使用した化学肥料や農薬の名

称・使用量、回数等についても明示す

るこが消費者の一層の信頼度を高める

こととなる。なお、信頼できるとした

消費者の理由では、国が定めたガイド

ラインに従って栽培されているからが

２８％、農産物の生産者や責任者がはっ

きりしているから２７％、減農薬などの

栽培方法がはっきり判るから２２％と

なっている。

また、有機農産物の表示については、

基準をみたしていなければ「有機」と

いう言葉が使えないので信頼できるが

５１％、生産の基準が明確であり、安心

して買うことができるが３０％と消費者

の高い信頼を得ている。

クリーン農産物への

これからの期待

農林水産省では、有機 JAS法の立

法に伴い、特別栽培農産物のガイドラ

イン表示についてもこれを立法化すべ

きか否かについて論議を行っている。

その検討委員会の中では、現状の慣行

のレベルの設定にバラツキがあり、当

該地域の５０％減では地域間に差があり

判りにくいとの意見、使用資材名等の

表示を徹底すべきとの意見や、生産者

は消費者の求めに応じ生産過程を開示

できるよう農作業日誌等の資料の整備

などの意見がある。

法制化については、食品表示に対す

る信頼性確保のために行うべきとする

意見と、農家に認証料等経費負担を強

いることとなるので、環境保全型農業
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の広がりに水を差しかねないので反対

との意見とがある。

筆者は、環境保全型農業の定義から

みても使用される「化学肥料や農薬は、

止むを得ない場合に必要最小限の使

用」とし、資材の使用量等を明示する

ことで消費者の求める安全性評価に応

え、生産者の自信と責務を明確にする

ことで信頼関係が確立するのではない

かと考える。事実、北海道有機農業研

究協議会が認定した特別栽培農産物表

示により、会への問い合わせや評価が

幾つも来ており、生産者ともども認証

機関としての責務を痛感するとともに、

高い評価にほっとしている。

クリーン農産物表示は、北海道農業

の全般的なレベルアップとして大きな

役割を果たし今後の期待も一つにはそ

こにあるが、全国的な農産物に対する

イメージアップと信頼度の獲得には、

現在のところ具体的な表示＝使用した

化学肥料や農薬の明示が求められてい

る以上、これを除いての表示で評価を

得るのは相当の努力を要するのではな

いだろうか。その表示は、単に当該地

域の何％減ではなく、最低限度必要な

量としての表示により、他都府県に比

し全体的に使用量の少ない北海道の優

位性が明確になるものと考える。各都

府県が各自で有機農産物等の差別化に

よる販売戦略が行われている中で、北

海道産農産物の優位性を打ち出して行

くためにも、ガイドライン表示に準拠

したラベル表示をさらに進めた表示を

行うことで、消費者との相互信頼が得

られるものと考えている。

北海道は、平成１３年度のクリーン農

業戦略会議を開催し、これからのク

リーン農業の展開方向として、�ク
リーン農業技術のさらなる開発と体系

化、品質評価・流通技術の開発、�ク
リーン農業技術の普及・定着化のため

の普及活動の展開、�クリーン農産物
の生産の拡大の推進と産地の大型化、

新規産地の育成他品目生産等、�ク
リーン農産物の流通販売促進、クリー

ンDoや特別栽培農産物ガイドライン

表示等農産物とのネットワーク化等を

目標において展開し、普及定着を図る

こととしているので、大いに期待した

い。
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はじめに

私が北海道に移住して６年が過ぎま

した。それまでは霞が関の農林水産省

でいくつかの農業政策を担当してきま

した。しかし、効率や規模拡大を優先

する考え方になじむことができず、そ

こを飛び出して現在に至っています。

ここでは、地域の農政の現場で考え、

感じていることを述べてみたいと思い

ます。

岐路に立つ北海道農業の

選択肢は

北海道農業が岐路に立たされていま

す。輸入農産物の大量流入と市場メカ

ニズムの導入から、農産物価格の低迷、

経営の悪化、将来展望の不在などから、

農業から撤退する農家が後をたちませ

ん。

一番問題な海外からの輸入農産物に

対抗するにはどうしたら良いのでしょ

うか。

これまで規模の拡大がまことしやか

に言われ続けていました。しかし、現

状を見ると、農地を買って規模拡大を

し、機械も新しく能率の良いものに買

い替え、格納庫も新たに建て、莫大な

投資をしたにもかかわらず、生活は少

しも良くならずに苦しんでいる方がた

くさんいるのが現状です。単に効率だ

けの面で考えていくのではなく、農業

を行う人々の生きがいややりがいを考

えた農業を構築していかなければ、農

業は衰退するばかりです。

例えば、アメリカ農業と同じ規模の

農場を自分が持てたとしても、決して

アメリカの農産物価格に勝つことはで

自信と誇りの持てる
農業を

高橋 純一（たかはし じゅんいち）

上川郡美瑛町農林課長補佐
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きないでしょう。なぜならば、日本で

は農地価格も高いし、機械も高い。資

材価格やエネルギー代、労賃も高いの

だから全体のコストも間違いなく高く

なります。したがって、国際競争力を

持てるような農業を目指してもそれは

はとんど不可能な話で、市場メカニズ

ムのなかで生き残るには、価格ではな

く海外の農産物にはない付加価値を付

けていく以外にはありません。

したがって、農産物にどのような付

加価値を付けていくかが大きな課題と

なるわけですが、この付加価値を付け

るというと、農産加工がすぐに思い浮

かびます。しかし、海外から様々な加

工食品の素材が入ってきている現状か

らすると、農産加工の分野で付加価値

を付けることには限度がありましょう

し、そもそも新たに農産加工に取り組

んでも、流通面でのリスクの問題を考

えると大量の農産物を処理するだけの

加工施設の実現は難しいといわざるを

得ません。

付加価値をどうつけるか

「ではどうするか」ということです

が、「農産物自体に付加価値を付けて

いく」ということが基本線になるで

しょう。具体的には、「食味」「安全

性」「栄養価」といったことがこれか

らの農業生産において重要な柱になり

ますし、加工食材にしても、こうした

付加価値の高い農産物を原料とするこ

とにより製品の付加価値も高まってい

きます。また、品質の高いものを大量

のロットで確保できれば、それだけで

大きな付加価値となり、本州の産地と

も差別化することができるのです。輸

入農産物と差別化し、「北海道のもの

は輸入物よりは少し高いけれど、おい

しいし、安心だし、栄養もある」とい

われるような生産物を目指すことが必

要ということで、それを具体化するこ

とが北海道農業の生き残る道というこ

とになるでしょう。

高い付加価値のための

土づくり

それを実現するためには、病気や害

虫にも負けない元気で健康な作物を作

ることが基本であり、そのための土づ

くりを実践することが基礎となりま

しょう。排水の悪いところで生育する

作物はありませんし、肥料も多くやり

過ぎればおカネがかかる上、生育もう
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まくいきません。排水を改良して堆肥

を入れ、土壌分析してその作物に合っ

た肥料を施し、作物が最も生育しやす

い環境を整えてやる。作物は自分のカ

で生育し、さらに適正な管理によって

健全に生育するわけで、健全に育った

作物は病害虫も付きにくいし収量も高

まります。病気になったりこじけた作

物は品質も良くないばかりか収量も低

く、その結果収量当たりのコストも上

がってしまうことになります。それは

人間でいえば身体が健康だと風邪もひ

きにくいけれど、疲れているときには

風邪をひきやすいのと同じことです。

そうした農業生産をするための基礎

が土づくりであり、農業にとっては昔

からいわれてきた当たり前の話であり

ます。しかし、現実面では、大規模化

や畜産と耕種の分離から難しくなって

きているのが現実です。

私の町のことをいえば、土づくりに

励む生産者が次第に増え、ようやく半

数の生産者が緑肥や堆肥を入れるよう

になりました。しかし、残る半分の生

産者は土づくりの大切さは分かってい

ても、劾果がすぐに見えないことや経

済的な余裕がないことなどから、なか

なかその取り組みが進まないというの

が現実です。その結果といえば、低い

単収→低い所得水準→後継者不在→離

農→離農跡地の処分問題となって出て

おり、そのための負債対策、担い手対

策、農地流動化対策などの各種対策を

とっているというのが実情です。

その一方で、地域全体で土づくりを

続け、大変な実績を上げているところ

も中にはあります。その地区では、１５

年ほど前に約３０戸ほどの畑作農家が地

域の畜産農家と組んでバークを利用し

た堆肥組合を設立し、それまで重粘土

で条件の悪い低収量地帯であった所を、

今では町内でもトップクラスの高収量

地帯にまでしています。今では、土づ

くりの実践→高品質・高い収量→所得

の増加→後継者の定着→規模拡大・離

農者の減少と、良い循環に入っていま

す。

時間はかかるのですが、土づくりを

進めることは良品生産や、単収の増加

もさることながら、天候にも左右され

にくい安定した農業を実現し、所得も

増えて後継者が残っていくことになる

のです。儲からない農業では後継者も

残りませんが、儲かる農業であれば後

継者も黙っていても残っていきます。

噴出する問題に対策をとるのも必要で

すが、問題の発生する構造を変えてい

かなければ、永遠に問題は解決しない

30 ● ほっかいどう政策研究第１２号



と私は考えています。

技術交換と情報交換

しかし、この地区がこれだけ伸びて

きたのは、土づくりもさることながら、

構成員による技術交換、情報交換が

あったことも大きな要因といわれてい

ます。勉強会や共励会を通じ、切磋琢

磨すると同時に、失敗したこと、うま

くいったことを情報交換し、個人であ

れば２０年かかる技術の蓄積を若い人も

ほんの数年で得れる体制を作ったこと

が地域全体の活力を高めています。こ

のようなことは、コンバインなどの機

械類の共同利用ではなかなか見られな

いことで、土づくりという作業の競合

しない分野で、しかも共通の堆肥を使

用するという技術面での共通性があっ

たことが大きな要因であると考えてい

ます。

これまで、農業の分野では各種補助

事業が投入され、農業機械類にも補助

が導入されてきました。しかし、機械

類を通じた共同化は作業能率を高めた

ものの「いちばん条件の良いときに作

業をやりたい」という生産者本来の意

識の強さから構成員が減少し、なかな

か良い結果は得られていないように見

えます。やはり競合する作業分野での

共同化は難しいもので、むしろ土づく

りのような作業の競合しない分野での

共同作業を通じ、技術交換できるよう

な地盤づくりをしていくことが重要な

のではないかと感じています。

これまで北海道農業は大規模農業を

目指し規模拡大をしてきました。それ

は言わば競争の時代のものでありまし

た。しかし、農家戸数が減り、リタイ

アする人が跡を絶たない中で、離農跡

地がさばけないという問題が持ち上

がってきています。残っている人も、

厳しい環境のなかで規模拡大すること

は自らの経営悪化につながることから、

なかなか手が出せないのが現状です。

これからはいかに農家戸数を維持する

かが重要で、そこには、「競争」とい

う考えから「共存」という考え方が必

要となってきています。その共存を成

立させるためには、どうやってみんな

で生き残るか、地域の構成員で話し合

うことが基本となりますが、土づくり

や農産物の共同直売所など、生産の分

野で競合しないテーマを設定し、生産

者の協働を導くような体制をつくり、

技術の交換につなげることが地域の活

力につながるのではないかとみていま
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す。

新農業基本法との関係

話は変わりますが、平成１１年に新し

い農業基本法「食料・農業・農村基本

法」が施行されました。そこでは、輸

入農産物と組み合わせた食料の安定確

保、農業・農村の持つ多面的機能の重

視、市場メカニズムの導入などが柱と

され、食料自給率の向上も盛り込まれ

ました。

農業の新しい役割としては、水源の

かん養、都市住民への景観の提供など

の多面的機能の維持が新たに盛り込ま

れていますが、生産者にとっては「田

んぼに洪水調整機能があるから農業を

評価する」といわれてもピンときませ

んし、そのようなことをいわれても農

業後継者がついてくるわけではありま

せん。やはり農業の役割として大きい

のは、食料の安定供給が大きな柱とな

るわけですが、輸入と組み合わせた食

料の安定供給では、国内生産者もカが

入りません。

むしろこれからの国内生産は、国民

の健康を維持・増進する産業として再

生し、消費者に安心できるものを提供

する一方、生産者自身も生きがいと誇

りを持てるものにしていかなければ、

今までのように所得確保のための規模

拡大を永遠に続けなくてはならないで

しょう。

自信と誇りのもてる農業を

北海道に

今、北海道で元気のある生産者のか

なりの方は、消費者と直接結びついて

いるように見受けられます。そしてそ

の人たちの声に共通していることは、

「消費者の『おいしかった』という声

を聞けることが元気の源だ」と話して

いることです。消費者から喜んでもら

える誇りの持てる農業でなければ、少

しばかりの所得では後継者は後を継ご

うとはしないでしょう。苦労が多くて、

所得も少ない。その上誰からも感謝さ

れないような産業では衰退は避けられ

ません。おカネを稼ぐのであれば、他

の産業に働きに出れば良いのです。

これからの北海道農業は、冷涼な気

候風土を活かし、低農薬で消費者から

も安心される、国民の健康を創出して

いく産業を目指すことが生き延びる道

ではないでしょうか。また、それが新

しい農産物自由化時代を乗り切る生き
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がいややりがいを持つ農業になるのだ

と思います。そのまず第一歩が、土づ

くりに始まります。

おわりに

最後になりますが、農業は人間の健

康づくりを司る産業です。人間の身体

の中に入るものは水と空気と食ベ物と

薬しかありません。農業が質の良い農

産物を提供すれば、国民はもっと健康

になるでしょう。そのような農産物を

北海道農業が提供できるようになれば、

生産者も自信と誇りを持てるのだと思

います。
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農村女性を巡る動き

近年、農村女性のまわりでは、折に

ふれ

○ 女性も男性もイキイキとやりが

いを持って活動できる農業と農村

の実現

○ パートナーシップの確立と女性

の起業化支援

○ 女性の経済基盤の確立と働きや

すい環境づくり

○ ジェンダーバイアスの解消と女

性の自立

等々、女性のあり方をテーマにした論

議が高まっている。折しも男女共同参

画社会基本法と食料・農業・農村基本

法など、女性をとりまく２つの基本法

が施行され、世の風は、女性に対して

社会における対等な構成員としての地

位と、あらゆる分野の活動に、自分の

意志で参画する機会を保障し、その促

進に努めること。くわえて、女性の農

業経営における役割を、適正に評価す

るとともに、女性自らの意志によって、

農業経営及びこれに関連する活動に、

参画する機会を確保するための環境整

備を推進するとうたいあげられるなど

力を増している。

これにより、農村の女性達もジェン

ダーにとらわれず、対等なパートナー

として家庭や経営さらには地域づくり

へ主体的に参画することを選択できる

ようになってきた。

とは言うものの、３５才～４０才代で働

き盛りの女性達は、元気で頑張ろうと

いう気力はあるが・・・夢は持てな

い！！と呟き、肩落とすことが多い状

況にある。

このつぶやきの背景を、北海道の農

明日の北海道農業に
果たす女性の役割

片山 寿美子（かたやま すみこ）

北海道農政部農業改良課総括専門技術員
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村女性をめぐる調査から検証してみた

い。

１ 農村女性の動向

本道の農業就業人口の半数を女性が

占め農業の基幹的従事者になっている。

これに家事作業が付加され、決まっ

た休日（２４時間単位）も確保されにく

い状況があり、女性達が忙しくて暇が

ないとささやき合う背景が見えてくる

（表１～表３）。

２ 経営内における女性の位置づけ

非常に我慢強く農業に従事している

女性たちの経営内における役割につい

ては、農作業計画の相談には参加でき

ても、経営の方針決定に参画できる人

は４０％程度である（表４～表７）。

また女性農業者として自分名義の財

産形成状況では、国民年金や預貯金と

生命保険的な共済保険が主になってお

り、農地など不動産を所有している人

は極くわずかである。

自分の資産形成が困難な要因として

は、表７に見られるように労働報酬を

受け取っていない人が半数近くもいる

こと、農協の組合員勘定口座（クミカ

ン口座）は経営主が優先、家族経営協

定の締結数も極めて少ないなど、経営

内における女性の労働評価が、いまだ

補助的な位置づけから脱しきっていな

いことがあげられる。

このことは、女性の役割を期待して

いるが、経営内で適正に評価し保障し

て行くといったような実のある形に

至っていないことを物語っており、女

表－１ 農業就業者（H１２）

農業就業者 う ち 女 性 女性の割合

１５２，３８７人 ７６，２３２人 ５０％

（資料：北海道「農林業センサス」）

表－２ 経営形態別労働時間（H６）

区分 女 性 男 性

稲作 １，０６７時間 １，３７８時間

畑作 １，５３４ ２，１１２

野菜 ２，８４１ ２，８８０

酪農 ２，８４９ ３，８９０表－３ 休日の有無

区 分 割 合

あ る ８．３％

な い ９１．７％ 資料：道農業改良課「農村女性アンケート調査」（平成９年）
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性が密かにため息をつく状況を呈して

いる。

農村の女性達は、輝きを増し元気で

あると絶賛されているが、実際には経

済的にも、精神的にも、身体的にも何

かに追われるように駆けまわっている

様相が、いまだ色濃く本当の豊かさや

安らぎを実感している人は少ない。と

りわけ、女性の経済的な自立が遅れ、

女性が自分の意志で起業化を試みたり、

老後の暮らしに向けた生活設計を考え

たとき、経済的な基盤の脆さが女性の

夢を壊し肩で息する状態になっている。

それでも、何とか頑張ってゆこうとい

う女性の気力が今日の農村を支えてい

る。平たく言えば「これ以上何がある

のサ」といった開き直りと、「やるし

かないっショ」といった母さん特有の

気合で、自分自身を元気づけ家庭や地

域の中で生きる道を拓いていると言え

る。

ハンディをバネにフル回転

忙しい、余裕がない、儲からないと

表－４ 農業経営方針等の決定方法

区 分 女性が関わる 経営主が決定

営農計画 ４３．６％ ４１．４％

新規投資 ５３．８ ３２．２

資金借入 ４３．３ ２７．５

作業計画 ６０．１ ２７．５

表－５ 自分名義の財産

区 分 割 合

国 民 年 金 ８１％

農業者年金 １１

預 貯 金 ７７

農 協 共 済 ６３

農 地 ４

表－６ 家族経営協定数、農業者年金加入数（平成１２年）

区 分 件 数 割 合

家族経営協定締結数 ３，１６２ ４．５％

農業者年金加入数 １，２９１ １．７％
（資料：道農業改良課調べ）

表－７ 労働報酬の有無

区 分 割 合

受け取っている ４９．８％

受け取っていない ５０．２％

（資料：道農業改良課「農村女性アンケート調査」（平成９年））

（資料：道農業改良課「農村女性ア
ンケート調査」（平成９年）
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目の前の現象にとらわれ、本質を見極

めず背中を丸めていては前に進めない。

一歩前に出られる勇気と力をつけよ

うと、ハンディを跳ね返し、自分の夢

を取り戻そうとする女性達も増えてき

ている。北海道が行っている農村の暮

らしと地域を活かす女性・高齢者グ

ループの表彰事業で最優秀賞を受賞し

た「紋別簿記会」の活動事例から農業

に果たす女性の役割を考えてみたい。

１９８４年１２月、酪農経営は、規模拡大

に伴う長期累積負債を抱え生産調整の

波に揉まれ意気消沈している状態が多

かった。

紋別簿記会の活動もこのような情勢

の中で誕生した。誕生のキッカケは、

暮らしづくりの学習会に参加した母さ

んの「私の夢は叶うのだろか？」とい

う呟きであり、「何故、働いても、働

いても儲からないのだろう！」という

素朴な疑問であった。

疑問に向き合い、自分も経営の進行

管理ができなければ問題は解決しない

と気づき、経営の中味を正確に把握で

きるように農業経営簿記の記帳技術を

学ぶべく、簿記会活動をスタートさせ

たが、資産管理に関わっていなかった

ため、経営内部のデーターが集められ

ず記帳も決算も悪戦苦闘の連続であっ

た。しかし諦めず仲間と共に学び合う

体制をつくり、学んだ結果を夫や息子、

JAをはじめとする関係機関のメン

バーを集めて記帳報告会を行い、簿記

記帳の成果をアピールし経営改善や生

活改善の技術的な実践へと発展させる

活動を１８年間継続してきた。

その結果、

� 私達が変わった…農業をやらされ

ているという意識から農業をやるの

だと言うように変わった。（農業経

営者としての自信を持った）

� 夫達が変わった…日頃聞く耳を持

たなかった夫達が母さんの話を聞く

ようになった。（パートナーとして

認めた）

� 経営の質と量が変わった…乳量や

乳質が平均以上になり儲けられるよ

うになった。

� 地域が変わった…酪農部会の役員

１２名中４人は女性など委員の登用や

経営計画や申告にも女性の出番を認

めた。（「ただ者でない」という認識

が広まる）

女性の声が通りにくい状況の中に
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行動のかたち�

役割発揮の　　�
　　羽ばたきへ�

行動の変化�

我が家の問題点の把握�

改善に向けて�
　具体的な行動を起こす�

・ただ働きへの疑問�
・けじめなき労働への疑問�
・ルールなき家族生活への疑問�
・計画なき経営管理への疑問�

etc

・簿記の記帳学習…経営診断�
・直売活動�
　　観光農園、朝市、加工品製造�
・販売活動�

試験操業�
　度胸試しと実績つくり�

・小から大への道つくり�
・応援団つくり�
・確かな手がかりをつかむ�
・収益をあげる�

仲間つくり�
　目的を共有する仲間�
をつくる�

・共に学びながら成長する機会を�
　創る�
・グループのネットワーク化�
　　地域内、全町段階、ブロック内�
　　全道、全国�

プラスαへの挑戦�
　起業の拡大�

・産直からレストランへ�
・販売アイテムの開発�

経済的な自立の実現�
　自立と自信が確立される�

・経済活動の軌道が確立�
・社会的な評価が高まる�
・社会活動へ参画……�

地域の元気�

暮らしと経営の元気�

女性の元気�

あって、女性達が粛々と力をつけ、経

営を変え、地域を変え、あづましく暮

らせる環境をつくりだし、農業で暮ら

す夢を取り戻している。

彼女たちの合い言葉は「Our dreams

come true」である。

経営の中味を知り現

状を正確に把握した女

性達は、問題解決のた

めに自分たちのできる

ことから解決の戦略を

樹て行動して行くが、

これらの活動は女性の

起業化活動へも通じる

共通点である。このよ

うに女性自らのエンパ

ワーメントが経営や地

域の元気づくりに果た

す役割は大きく成果は

確実である。

経営や地域で女性が元

気を取り戻して行く行

動の過程を整理すると、

図１のようなプロセス

が見えてくる。

農村における女性が、

今日のように元気に

なってきた舞台裏では、

半世紀にも及ぶ農業改

良普及事業における生活改善活動がそ

の礎をなしている。

農業改良普及センターにおける生活

改善活動では、問題に気づかせ又は問

題を受け止め、改善の方法を考えさせ、

図－１ 女性が元気をとりもどす行動パターン
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その解決にあたり共同で学び、改善の

技術や意欲を高めさせながら住みやす

い地域や働きやすい経営づくりを計画

的に実現させて行く教育的な手法を駆

使した活動を進めてきた。

その成果として、むらと暮らし（経

営）と人を起こし元気興しにつながっ

たといえる。

今も、農村女性の最も近いところで

地域づくりの活動を支援している農業

改良普及員（農業経営担当）との信頼

関係は厚く、農業者とともに学び合う

姿勢から、様々な元気が生み出されて

いる。

農村女性の更なるエンパワーメント

のためには、学習活動の支援と解決に

向けた技術指導が以前にも増して重要

であり、農業改良普及センター（農家

経営担当普及員）の果たす役割は大き

い。

今後の方向

女性が、家庭内はもとより経営や地

域内で明るく元気に行動できる環境に

あれば、活気とスタミナに満ちた経営

体や地域社会の実現が確実になること

は周知のことであるが、地域の活力づ

くりを担っている女性の立場や役割を

認め、しっかりと保障してゆこうとす

る本音の条件整備はまだまだ未熟であ

り、女性の内発的な気力に頼った状態

である。

しかし、いつまでも女性の自己犠牲

に期待した元気づくりには限界がある

ので、女性の元気をカラ元気にしてし

まわないよう女性の能力発揮を認め、

保障して行く体制を充実させて行く必

要がある。そのためには、次のような

ことに配慮することが大切である。

１ 女性の経済的な基盤と働きやすい

環境づくり

○ 女性の働きに対する適正な評価

と働きに見合った収益の配分の定

着

○ 安全で快適に働くための適正な

労働時間や休日の確保

○ 女性の起業的活動の支援

２ 政策・方針決定の場への参画の拡

大

○ 農業・農村政策の方針決定の場

に女性も対等なパートナーとして

参画し、その持てる能力を発揮さ

せる。（各種の委員会に複数で登

用する）

●特集「これからの北海道農業」
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○ 積極的に参画できる女性の学習

の場の充実

３ 女性が住みやすく活動しやすい環

境つくり

○ 女性が主体的に経営や地域でイ

キイキとその役割を発揮できる体

制をつくる

○ 女性が相互に情報交換を行うこ

とができる交流ネットワークづく

りを進める

このような活動を充実させるために

は、育て伸ばす環境が重要であり、農

業改良普及センター等による教育的な

活動支援と活動が定着し、波及効果が

上がるように、政策的な支援が重要で

ある。

農村の女性が、農業で生きる人とし

て、力を蓄え本領を発揮できるように

なれば、持続可能な農業・農村の新し

い局面を拓き、その実現にむけた実践

的な担い手としての役割をいかんなく

果たしてゆけると確信できる。

いずれにしても、女性達の思いを無

視せず、しっかり受け止め２１世紀の地

域づくりの担い手として能力発揮を支

援したい。
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地域の概況

平取町は、日高支庁管内の西部に位

置し、北東に三角に広がる中山間地で

あり、総面積７４７．２�を有する地域で
ある。

気候は比較的温暖であるが、太平洋

側の海霧の影響を受ける沿岸地域と気

温格差の大きい内陸部に大別される。

年平均気温は６～７℃、７～８月の平

均気温は１５～２０℃で、夏は最高気温が

３０℃、冬はマイナス２０℃を越えること

がある。降雪量、降水量は沿岸地域で

は少ないが、内陸部では多い。日照時

間は２，１５０時間前後で、特に冬から春

にかけ日照が多く、積雪が少ないこと

から、農業には恵まれた気象条件であ

る。

市場条件として平取町は、地元大消

費地・札幌市へ車で２時間、フェリー

ターミナルの苫小牧市へ１時間の距離

にあり、市場や輸送には恵まれている。

日高支庁管内は農業粗生産額５２４億

円、うち軽種馬が６７％を占める日本一

の馬産地であるが、平取町は６３億円の

粗生産額の約６０％が水稲、野菜等の耕

種作物を基幹としている。農家戸数は

４６８戸（１９９８年）であり、過去５年間

で１００戸程度減少し、専業農家の割合

が増加している。耕地面積は４，８６４ha、

うち水田面 積 が１，７６２ha（転 作 率

４８％）と比較的小規模の水稲農家（水

稲作付け面積４．３ha／戸）が多い。

転作作物は飼料作物が主体であり、

軽種馬や肉牛などの有畜農家への粗飼

料に利用されており、施設野菜農家と

の堆厩肥交換が行われている。転作作

物の約２０％を占める特例作物の内、約

半分がハウストマト（８５．６ha）であ

生産者と地域関係機関の連携による
トマトのトップ産地づくり
～日高支庁管内平取町の取り組み事例～

黒澤 不二男（くろさわ ふじお）

社団法人北海道地域農業研究所常務理事
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平取町�

ＪＡ平取町�

平取町野菜生産振興会�

ト マ ト ・ 胡 瓜 部 会�

農業振興対策協議�

日高西部地区農業改良普及センター�

ほうれんそう部会�
メロン部会�
南瓜部会�
馬鈴薯部会�
ゴボウ・長芋部会�

(42戸)�
(12戸)�
(30戸)�
(７戸)�
(15戸)

紫雲古津支部�
去場支部�
荷菜支部�
振内支部�
貫気別支部�
荷負支部�
富川支部 (８戸・隣接門別町)

(19戸)�
(23戸)�
(33戸)�
(33戸)�
(28戸)�
(17戸)

ＪＡ平取町�
(153戸)�

ＪＡ富川　�
(８戸)

り、その他にきゅうり、メロン、ほう

れんそう等が生産されている。

平取（びらとり）農協の概

要と部会組織

平取町農協は、１９７５年に町内３農協

が合併して設立され、現在に至ってい

るが正組合員戸数４６５戸（組合員６２０

名）、職員１１５名の中規模の農協である。

農協組合員は、農協の生産販売活動

の推進・補完組織である作目別振興会

とその下部組織である生産部会に属し

各種の活動を展開しているが、水稲や

畑作、畜産の振興会を押さえて「野菜

生産振興会」が最大組織となっており、

近年はその中核をなしているのが、本

報告でとりあげる「トマト・胡瓜部

会」である。

１ 組織機構

組織機構図（図

１）参照

２ 部会組織の

運営

トマト・胡瓜部

会は、下記のよ

うな構成となっ

ている。

部会長 １名（全体統括）

監事 ２名（監査業務）

副部会長 ２名（会長を補佐）

地区役員 ７名

部会活動は７つの支部体制を中心と

し、活動計画の原案を役員会で作成し、

各支部の協議を経て、役員会において

正式に決定される。また部会の事務は、

JA平取町営農部が担当し、部会と JA

間において事務委託契約を締結するシ

ステムを採用している。

部会設立経過と活動内容

１ トマト栽培の契機と複合経営

１９７０年に始まった「コメ減反政策」

図１ 組織機構図
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により、経営規模が比較的小さい稲作

経営中心の平取町農業は、深刻な影響

を受け、土地の生産性および所得向上

のために、地域一丸となって転作野菜

の導入が検討された。平取町は、春の

日照量が多く積雪量も少ないことから

トマト栽培に適した地帯である。当初、

この地の利を活かして、農業改良普及

所（当時呼称）の助言により２～３戸

の農家が試験的に栽培を行っていたが、

１９７２年にこれらの農家が中心となって

２，０００坪のビニールハウスでトマトを

生産し、初めて市場出荷に取り組んだ。

また、この時に生産者の発案により

「平取町野菜生産振興会」が設立され

た。

１９７３年、北海道の水田転作関連補助

事業を活用し、パイプハウスの増設が

検討され、栽培面積の増加を目指して、

試験栽培農家が各農家を回って栽培へ

の取組みを説得し、２１戸の同意を得て

本格的なトマト栽培が始まった。

その後、１９７６、８０～８３年の冷害年に

おいてもトマトの生産は低下せず、安

定した所得が確保されたことから、耕

作者および作付面積が増大した。これ

らを背景として、トマト栽培グループ

は生産組織としても認知され、「野菜

生産振興会」の下部組織として「トマ

ト・胡瓜部会」が１９８３年１月に発足、

同時に３支部が結成された。これを契

機にトマト農家の独立した部会活動が

展開され、トマトの裏作に収益性確保

のためのきゅうりを組織的に作付けす

る等、技術体系が大きく進展した。

きゅうりは、トマトの後作として位

置づけられた抑制栽培で、トマト栽培

ハウス面積の約３０％程度の作付け（１５

ha）であり、販売額は２億円前後で

ある。

２０００年の部会員戸数１６１戸（１９９９年

１５６戸）、トマト作付面積約８０ha（１９９９

年７２ha）であり、大半が転作田への

作付けである。（表１）

２ 選果施設導入による完全共選共販

体制の確立と規模拡大

１９８２年に若い生産農家の強い働きか

けで共同選果施設が建設され、作付面

積が倍増した。これ以前は、農家個々

が選別し、農協が検査・出荷する方式

であり、農家の作付面積拡大に伴って

選果労力が負担となっていた。

当時、家族４人による６６０�程度の
トマト生産規模の出荷最盛期は、朝４

時から夜１０時までの長時間労働を強い

られるなど、過重労働を余儀なくされ

ていた。施設導入によってこれまでの
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選果労力が不要となり、２人の家族労

働で作付面積が今までの２倍の６６０�
まで拡大可能となった。

１９８３年にはトマトの販売額は１億円

を突破し、１９８６年には規格外品の付加

価値を高めるためにトマトジュースの

試作に取り組み、これに「ニシパの恋

人」（ニシパとはアイヌ語で紳士の意

味）とネーミングし、本格的な生産・

販売を開始した。「ニシパの恋人」は

味の良さ、飲みやすさに加え、ネーミ

ングのおもしろさにより、消費者の好

評を得ることができ、数多くのトマト

ジュースの中でも道内トップクラスの

ブランドとしての地位を確立するに

至っている。

３ 完熟品種「桃太郎」と道外市場進出

１９８６年、完熟タイプの品種である

「桃太郎」を試験栽培したところ市場

評価が非常に高かったため、１９９０年よ

り品種を従来の「旭光」から全面的に

「桃太郎」に変更した。

日持ちの良い「桃太郎」への転換に

より、道外市場への出荷が急増し、１９８８

年の販売額は２億円、夏秋トマトの産

地指定を受けた１９９２年には５億円を突

破した。また、品質の良いトマトを定

量継続出荷するために、集団的な活動

が強化された。一方、トマト栽培にお

いて育苗は大変重要な作業であり、苗

の良否はその後の収量・品質に大きく

影響を与える。部会では１９８６年より各

支部単位に共同育苗ハウス８棟を設置

して、良質な苗を部会員に提供した。

この育苗施設を核として支部毎の作業

表１ 平取町トマト・胡瓜部会員数の推移 （単位：戸）

支 部 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年
紫雲古津支部 １３ １４ １５ １５ １７ １９
去 場 支 部 １８ ２０ ２２ ２２ ２３ ２３
荷 菜 支 部 ２６ ２６ ２６ ２６ ３１ ３３
振 内 支 部 ３２ ３７ ４２ ４１ ３３ ３３
貫 気 別 支 部

２６ ２５ ３０ ３３
２８ ２８

荷 負 支 部 １７ １７
富 川 支 部 － ５ ５ ７ ７ ８
合 計 １１５ １２７ １４０ １４４ １５６ １６１

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
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計画や出役割り当て協議、苗の均質化

と健苗育成に取り組み、コスト低減お

よび省力化を図った。

この共同育苗は、「JA野菜育苗セ

ンター（１９９７年設置）」における「セル

苗」供給が軌道に乗る１９９８年頃まで続

いた。また、会員数の増加に伴いきめ

の細かい技術対応が必要なことから、

役員やアドバイザー農家による圃場巡

回や支部単位の現地研修会が強化され

た。

４ 集出荷体制の強化と作付面積の

拡大

１９９５年には、道外市場への安定出荷

のため「予冷貯蔵施設」が新設され、

鮮度保持や出荷調整が強化された。

１９９８年には「農協野菜育苗センター」

が本格稼働し、均一な苗の供給も可能

となった。

道外移出の拡大で予約相対取引が増

加することにより、価格水準が高位安

定化した結果、栽培農家戸数・面積が

急増し、１９９４年から１９９８年までの５年

間で他に例を見ない程の高い伸びとな

り、販売金額は２．４倍の１９億円を超え

た。また、省力化のためマルハナバチ

（受粉）や無人防除ロボットの導入、

作型拡大のための地中加温設備の設置

等、労働力配分・省力化の技術導入が

進んだ。

更に、土作りやトマト収穫段数の制

限、作型の割り当て、ハウス天窓の設

置義務等高品質トマト生産のための部

会栽培規約も強化された。

５ 持続可能な環境保全型農業への

取り組み

産地銘柄の確立は、厳しい定量継続

出荷義務を伴う。１９９５～９７年、春の天

候不順で「灰色かび病」が発生し、農

薬による防除回数を増加せざるを得な

い年が続いた。また、耐性菌の発生が

認められたことから、これが対応とし

て１９９８～９９年の２年間、部会員全員で

防除実態把握のための野帳記帳に取り

組んだ。また、軽種馬農家からの良質

堆肥の施用や土壌分析に基づいた施肥

改善に取り組み、課題を克服し、２０年

以上の作付圃場においてもトマトの自

根栽培が可能であり、加えて土壌消毒

を一切実施していない希有な産地であ

る。

しかし、「近頃トマトが作りづらく

なっている」という栽培農家の声も多

くなり、農業改良普及センターや農業

試験場等の関係機関との協力による土

壌断面調査や化学性の分析を実施、総
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合的な土作りの対策を検討した。

生産者個々の栽培の中でも、土作り

と耕種的防除を基本に農薬使用回数を

減らす努力が行われていた背景もあり、

消費者へ安全で安心なトマトを届ける

取組みが部会全員で始められた。（北

のクリーン農産物表示制度による認証

を受け、シンボルマーク『YES! clean』

の表示販売が可能となった）。

６ 共販活動の取り組み

農協及び部会員から構成される選果

運営委員会で、出荷規格、共選手数料

等が決定されている。また、カラー写

真による「出荷規格一覧表」を作成し

部会員に配布して品質の統一を図って

いる。さらに、選果場の作業効率の向

上と規格維持のためのシステムとして、

規格外品が混入して出荷された場合は

没収し、ジュースの原料の一部として

いる。没収金は部会の活動費にあてら

れ、府県市場視察やパート労働者の慰

労などに活用している。

共選は１週間単位で共同計算される

が、この仕組みによって部会員に売上

金が毎週入金されるため、生産の努力

が金銭で直ちに確認でき、意欲の向上

と喜びにつながっている。

選果場は労務管理をはじめ一切を農

協が運営し、「トマト・胡瓜部会」で

は、選果場の稼働体制に合わせて部会

員の出荷時期の調整を行っている。ま

た、選果料金は農協と部会役員で協議

され、総会に提示される（１９９９年７２円

／４� 箱代・運賃除く）。

７ 市場における生産物の価格水準と

生産力水準

平取産トマトの収穫量は道内全体の

１６％、最盛期の日出荷量は５０t前後で

表２ １９９８・９９年大阪市場及び平取産トマトの月別平均単価

年 次 市 場 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１９９８年
大 阪 ２９０ ２８０ ２８６ ２７２ ３５３
平 取 ４０９ ３２５ ２９３ ３００ ２９９ ３５２

１９９９年
大 阪 ４８９ ３５７ ３０３ ２８９ ３００ ３２３
平 取 ４７２ ３６４ ３２１ ３３１ ３０９ ３２２

注１）平取町トマトの単価は月平均共選単価
２）７割関西市場、３割道内市場へ出荷、全体の７割程度が相対取引である。
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道内市場では供給過剰になるため、主

に関西市場に出荷している。道内・道

外とも、値決めによる相対取引が増加

し、販売単価は市場価格よりも高値で

有利販売となっている。さらに、適地

での周到な栽培管理により、単位当た

り収量は９．５～１０．０t／１０aで全道平均

（６．０～６．５t／１０a）より高くなってい

る。（表２）

８ 作付面積と生産量・販売額の推移

表３に生産実績の推移を示した。一

貫して順調な伸びを示してきており、

１９９１年の夏秋トマトが「産地指定」と

なった後、栽培戸数・面積の急速な拡

大とともにトマト販売額は年々増加し、

１９９７年は１６億７，０００万円、１９９８・９９年

は１９億円、更に２０００年は２０億円を突破

し、北海道一のトマト産地となったの

である。

表３ トマト・きゅうりの年次別出荷実績

年度
（年）

ト マ ト き ゅ う り

戸数 面 積 販売量 販売金額 �単価 戸数 面 積 販売量 販売金額

（戸）（ha） （坪） （t） （万円）（円）（戸） （坪） （t） （万円）

１９７３ ２１ ０．８ ２，２６２ ４７ ４６２ ９９ ２，７１６ ２５ ２７６

１９７５ ３６ １．４ ４，１６０ １２１ ２，１３２ １７６ ４，１５６ ５６ ９１３

１９８０ ４５ ２．９ ８，６９２ ２９５ ４，９５２ １６７ ７，０４２ ８８ １，９７４

１９８３ ４３ ４．８ １４，３９０ ５６６ １０，２６４ １８１ １１，５００ １９６ ３，２４５

１９８５ ４５ ５．７ １７，１１４ ６５５ １１，８９０ １７９ １３，８００ ２１２ ３，７１８

１９８８ ６３ ９．３ ２７，７６１ ９７４ ２１，１１４ ２１８ ３７ １３，１６８ １６７ ３，５５９

１９８９ ６３１２．４ ３７，１９９ １，１０９ ２３，２１０ ２０９ ４０ １９，６１２ ２６５ ５，２６８

１９９０ ６３１４．３ ４２，８８０ １，２０７ ２８，６０５ ２０１ ２１，７８９ ４００ １０，５４６

１９９１ ６６１５．２ ４５，７１４ １，５５４ ３９，０６４ ２５１ ２８，３６８ ４６３ １５，１５７

１９９２ ８１１９．６ ５８，８５０ １，９０３ ５１，８０９ ２７２ ３２，２８８ ４２１ ８，７３３

１９９３ １０４２４．５ ７３，４５２ ２，５５５ ７３，１３８ ２８６ ４８ ３４，２６６ ４５０ １４，１９５

１９９４ １１１３１．２ ９３，６９０ ３，０８７ ８０，３３８ ２６０ ６２ ３９，８２３ ７０１ １７，３１３

１９９５ １１５３５．０ １０５，０６１ ３，４２３ １０２，７９５ ３００ ６０ ４３，８１０ ７１１ １７，８７５

１９９６ １２７４１．３ １２３，７９８ ３，８７３ １２１，１５１ ３１３ ６５ ４８，４４４ ７７２ １２，９３４

１９９７ １４０５２．５ １５７，４６７ ５，１２５ １６７，９６０ ３２７ ６６ ４４，４２９ ４９９ １７，４９３

１９９８ １４４６１．６ １８４，７５７ ６，２３５ １９２，４３３ ３０８ ６９ ４５，８０１ ７３８ ２４，７１２

１９９９ １５６７０．８ ２１２，４００ ６，８０５ １９０，０１６ ２７９ ６９ ４２，９００ ８１２ ２２，０５２
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生産部会の機能と活動成果

１ 組合員農家の作付規模拡大の機能

１９９９年の１戸当たりトマト平均栽培

面積は、５，０００�弱であり、３，３００～
６，６００�規模の農家割合が４２％を占め
ている。作型の多様化と施設機械の高

度化や「マルハナバチ受粉」等省力化

技術の導入で年々作付規模が拡大し、

６，６００�以上の農家も２０％に達してい
る。

２ 組合員農家の所得付加機能

１戸当たりトマト平均販売額は

１，２００万円である。道外移出の積極的

な展開で価格が好調であることと規模

拡大によって、販売額の伸びが大きく、

１９９８年には１，０００万円以上の農家が

６０％程度になっている。

３ 不利な条件の克服と高い技術水準

の発揮

平取町の自然的条件に関して、北海

道のよりシビアな他地域との相対的関

係では、ハウス施設園芸に関して適地

であるとも言えるが、基本的には積雪

・寒冷という不利な条件のもとにある

ことは論を待たない。また町内南部の

沿海より地区はともかく、北部の山間

部は積雪も多い。したがって「ハウス

トマト」栽培も、豊かで恵まれた自然

条件の利を生かしてというよりも、

「人智と努力を結集して作り上げた一

大産地」という特色を持っている。振

興会部会メンバーの地区別戸数を見る

と、町内の比較的温暖な平場沿海から

地区から積雪の多い山間地区までの全

域に立地・展開していることから、こ

のことは推論できる。まさに、その人

智と努力の結実が、単収１０tと全道平

均の１．５倍という高い生産力となって

おり、周到な栽培管理の総合効果に裏

付けられたものと言える。

４ 転換期における適切な意志決定

水田転作が本格化して適作目選択を

模索した草創期から現在に至るまでの

間に迎えた節目の各時点、例えば生産

（メンバー個々の作付規模と産地の規

模）が、一定の段階に達した時点での

「共同育苗」の取り組み、さらに一段

と拡大した時点では農協営の「育苗セ

ンター」、「大規模選果施設」の建設・

利用などをタイムリーに実施してきた

ことの意義は大きい。規格外品主体の

完熟トマトジュース「ニシパの恋人」

生産も適切な選択と評価でき、数ある
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トマトジュースの中でも屈指のブラン

ド品に成長している。これらは、農協

関係者の際だった先見性や部会リー

ダーの決断と組織メンバー総員に対す

る粘り強い説得活動があったことは推

測に難くない。

５ 振興会メンバーの技術習得プロセ

ス（平準化過程）における工夫

施設園芸産地においてよく見られる

「技術閉鎖性」は、平取町においては

ない。採択する技術方式は、徹底的な

共同学習、先進・高位技術農家をイン

ストラクター（トマト名人）としてメ

ンバー内での技術伝達・徹底を図るシ

ステムにより、技術内容の囲い込みを

しないというオープンさが結局、総体

の技術高位平準化につながり、そのこ

とが産地評価を高めることになること

を立証している。

６ 農協・部会活動を支援する連携

ネットワーク

振興会メンバーは、いずれも熱意と

意欲に富んだ優秀な人材であったが、

このメンバーが活躍するための基盤を

作ったのが農協で、現組合長であるK

氏は、みずからも振興会部会の一員と

してトマト生産を行いながら、農協理

事者として農協営のトマト関連大型施

設の設置に奔走した功労者の一人であ

る。農協職員も精力的に販路開拓、技

術支援、施設運営管理に全力を挙げた。

さらに、農協の取り組みと部会活動を

支援するために、農業改良普及セン

ターのスタッフは、草創期の試作段階

表４ トマト・きゅうりの年次別出荷実績

年 度 １９９６年
（万円）

１９９７年
（万円）

１９９８年
（万円）

１９９９年
（万円）

１９９９／１９９６
（％）

農業粗収入 ２，５４４ ２，４７１ ２，７２４ ２，３８２ ９４
うち水稲 ４６４ ３７７ ２５５ ３９２ ８５
うちトマト １，７８１ １，７５４ ２，１６５ １，７６５ ９９
うちきゅうり １７６ ２２７ １６０ １３７ ７８

農業所得 ７４６ ７５７ ９２５ ７６６ １０３
農外所得 ８１ ７６ ６６ ７５ ９２
農家所得 ８２７ ８３３ ９９１ ８４１ １０２

注）経営形態：水稲＋施設トマト・きゅうり
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から現在に至るまで技術導入・定着に

濃密に関与し、特にハウス土壌の管理

・施肥、病害虫防除の対応に大きな貢

献を果している。また町をはじめ行政

機関のバックアップ、すなわち様々な

助成措置がなければ農家段階の施設や

農協共同利用施設も存在しえなかった。

まさに連携ネットワークの勝利である。

７ ハウストマト導入による農家経済

の安定・向上

トマト導入農家の大半がトマト部門

粗収入で１，５００万円を超え、農業所得

でコンスタントに７００万円を上回るま

でになったことは個別経営レベルでも、

地域農業生産に対する貢献でも極めて

大きな意義を持っている。特に基幹作

目の一つであった稲作が価格低落とい

う基調の中で、ハウストマト生産は、

農家経済の安定・向上に不可欠の位置

を占めるに至っている。北海道で発生

頻度が高い冷害に強いことも、主体を

占める「稲作＋ハウストマト」という

経営形態にとって有利な点である。近

年の冷害年においても農業所得が落ち

込まなかったことは、トマト採択の立

脚ポイントの一つとなっている（表

４）。

８ 環境調和型農業の率先的取り組み

「環境に負荷を与えない持続的農業

の展開」は、まさにグローバルな潮流

となっている。しかし、作付ほ場が物

理的に固定されがちな施設園芸農業で

は、高いレベルの投入（肥料、農薬、

労働）が要求されることから、農法と

して「環境調和型農業＝北海道でいう

ところのクリーン農業」の採択には困

難がともなう。しかし、平取町農協で

はいち早く、これに取り組み、様々な

先進技術の組み合わせ利用を工夫する

ことによって高いクリーン度を実現し

ていることが評価され、北海道におけ

る実践モデル（北海道クリーン農産物

表示制度による『YES!clean』マーク

表示）となっている。

９ 農業後継者の確保・育成に果たす

役割

農業全般において農業後継者の確保

は困難な状況にあるが、平取町ではト

マト生産の高い収益性と安定性により

農家子弟の承継率が高いことや、農外

からの新規就農（参入）を希望する者

が増えてきている。これは振興会組織

そのものの会員充足の要件を満たすだ

けでなく、地域農業振興にも寄与して

いる。
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現状の課題と方向性

連年にわたる全国的な米豊作の中で、

水稲の収益は減少し、更に生鮮野菜の

海外からの輸入の影響を受けて、トマ

トにおいても価格は低迷基調であり、

一定の農業所得確保のために作付面積

の増大を余儀なくされている。ハウス

面積６，６００�以上の農家が３０％以上に
達し、経営者の高齢化に伴い新たに過

重労働の問題が顕在化している。減農

薬減化学肥料栽培による高付加価値ト

マト生産のためには、良質な堆肥の確

保が必要であり、畜産農家との連携強

化がより重要度を増し、またトマトの

連作障害回避のために、ハウスの移設

や緑肥作物の作付け、また排水良好な

転作田への新たな団地展開も必要と

なっている。トマトの総合的労働軽減

対策には、複合部門の水田作業の共同

化や土地労働効率改善のための農地利

用集積等も必要となっている。労働力

不足解消のための新規就農者の受け入

れには地域内で合意形成のルールが必

要である。これらに関連する「農作業

のシステム化」を図るための地域内で

の話し合いが、現在進められていると

ころであり、この面でも町・農協、普

及センターの密接な連携に、さらなる

期待がかけられているのである。

●特集「これからの北海道農業」

ほっかいどう政策研究第１２号 ● 51



はじめに

北海道の農業は、日本の食糧基地と

して重要な役割を果たしているが、そ

の中にあっても農村を取り巻く内外の

情勢はかってなかった一番厳しい状況

となっている。

その主なものとして、農産物の輸入

の自由化、消費ニーズの大きな変化、

農産物価格の低迷、加えてBSEなど

の発生によって最悪の状態となり、収

穫された農産物（たまねぎ、馬鈴薯、

長ネギ、にんじんなど焼肉に関連する

野菜）が需要のないことから荷動きの

ない状態が続き、馬鈴薯１０�が５０円と
箱代にもならない価格となっている。

農業の中で水害、台風、冷害などの災

害によって生産量の減収をきたすこと

は、その原因が分ればその対策を立て

ながら次年度営農に意欲を持つことが

出来るが、先の見えない現状のような

農産物に対しては意欲的な営農に取り

組むことの出来ないでいるのが実態で

ある。

今の北海道農業はかつてなかった出

口の見えない閉塞状態であると言って

も過言でない。この様な中にあっても

私達の農業は続けなければならないし、

継続しなければならない時期を迎え苦

しい選択に置かれている。

与えられた課題は私には容易に記述

することが出来ないかもしれないが，

主として自分の農業経営の実態から考

えられる目標と、こうありたいと思う

ことについて記すことにする。

駒谷農場の概況

大規模稲作法人による畑作、
野菜、肉牛の複合経営を目指して

駒谷 信幸（こまたに のぶゆき）

農事組合法人駒谷農場理事長（長沼町）
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駒谷農場は、昭和４１年４月に兄弟２戸

の農事組合法人（構成員７名、水田面

積１５．６ha）として設立し、大まかに

は長沼町の稲作、様似町の肉牛との２

部門で経営を行っている。

稲作については、個人経営２戸と経

営改善組合を結成し、育苗、田植え、

除草、病虫害防除、乾燥調整の作業は

共同作業で耕作機械、管理機械は共同

利用をしている。生産物の米はそれぞ

れ個人で、私は特別栽培米として一部

産直している。肉牛は三女夫婦（２人

とも獣医師資格を持つている）が様似

で担当し、雑穀、野菜は長沼で栽培一

部共同とし、この一部は東京のスー

パーと年間契約して産直している。

１ 駒谷農場の構成員と経営規模、肉

牛頭数

＜構成員＞

代表理事 本人 ６０歳

理事 弟 ５７歳

理事 長男 ２７歳

監事 妻 ５８歳

長男の妻 ２７歳

弟の妻 ５７歳

弟の長男の妻 ３４歳

三女 ３３歳

三女の夫 ３３歳

＜経営規模＞

水田 ６０．０５ ha

畑 ４０．００ ha

計 １００．０５ ha

牧野草地山林 １８５．００ ha

農地計 ２８５．０５ ha

（借り入れ地８５．０５haを含む）

＜家畜頭数＞

繁殖雌牛 １５１ 頭

繁殖雄牛 ５ 頭

育成牛 １６４ 頭

肥育牛 １８３ 頭

計 ５０３ 頭

２ 農場の基本方針と方策

� 国際的な農業競争に打ち勝つため

に経営規模の拡大をする一方、機械、

施設の共同利用により効率の良い作

業体系を確立し、農地の基盤整備に

より徹底した省力栽培に努める。

� 消費者に対しては安全で美味しい

農産物を供給するとともに、コスト

の低減と消費者が何を求めているか

を見極め、それに対応する努力と研

究に努める。

� 土地の生産力は肥沃な土づくりか

らを基本とし、堆厩肥の生産に努め

る。
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３ 栽培作物の選択

栽培作物は毎年苦労するのではある

が、下記の通りである。

水稲 ２４．１３ ha

大豆 ８．００ ha

小豆 ４．６４ ha

甜菜 １０．８０ ha

馬鈴薯 ４．５０ ha

南瓜 ２．５０ ha

小麦 １１．２３ ha

たまねぎ １．００ ha

デントコーン ７．００ ha

牧草（採草） ２１．００ ha

牧草（放牧） １４０．２５ ha

その他（放牧用山林） ５０．００ ha

計 ２８５．０５ ha

これ以外に育苗ハウスが９棟（１棟

４００�）あり育苗跡地にメロン、イチ
ゴを共同で栽培し、個人経営を含めた

畑地で南瓜４haを栽培し、これを東

京のスーパーと契約して販売している。

農事組合法人としての利点

昭和４１年４月に兄弟２戸で水田１５．６

haから発足した法人であったが、

年々耕地面積を拡大して現在２００ha位

までになっている。

法人設立の動機は、兄弟での経営で

あるため経営内容を明確にする必要が

あったからなのだが、そのことによっ

て、農業経営そのものについても、大

きな変化が及ぶこととなった。

まず、第一に各構成員の農業に対する

意識と取り組みの自覚が変わってきた

こと、また構成員によって決められた

栽培作物であることによって、相当つ

らく、労力の掛かる作物であっても不

平が少なくなっている。

しかし労力を厭わないものとなって

はいるが、最近のように厳しい状態が

続き、労働に見合う配当、賃金の値上

げも出来ないことは他の企業代表者と

同様に頭の痛いところである。

規模拡大と機械導入

基盤整備された農地はこれからの農

業の中では拡大できる資金と条件が揃

うならば広めるべきであると考えてい

る。なお、それに伴う機械導入につい

ては、今のように賃金の高い条件では

やむを得ない手段であると思われる。

私は昨年から水田の基盤整備を実施

しているが、この水田も決して整備さ

れていないのではなく、単に暗渠が古
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くなり透水性が劣ってきた程度であっ

たが、これからの転作、良質米生産に

欠かせない水はけは特に大切なもので

あることから埋め戻し材として火山灰

を入れた土管暗渠をし、省力のために

水田の一区画を２．５haとしている。

農業機械は共同利用しているものの、

やや過剰気味の投資となっているが、

これも大方が構造改善事業などの補助

により導入されたものであり、減価償

却費も法人組織のため正確に積み立て

られている。

これからの農業は、強い

信頼関係の販路をもつこと

農業法人でなくとも、これからの農

業は生産された農産物がどこに売られ

て行くのか。また、どのように商品と

して価格がきめられて行くのか。政府

の管掌作物であった米、麦のみの栽培

を主としていた農業では無関心であっ

たが、最近野菜、花、その他の雑穀類

を転作作物として栽培するようになり、

農産物が商品である自覚が出てきて、

流通の仕組みが理解されるようになっ

てきている。

いずれにしても生産された農産物が、

売れる所がなければならない。私達も

長年に渡りこの点では苦労したので

あったが、やっと色々な方々のご支援、

ご協力によって東京の大型スーパーと

のお付き合いが出来るまでになり、こ

れが我々法人の大きな利点となってい

る。

このお付き合いの基本となるものは、

安全、安心、良質、新鮮をモットーに

努力することであり、お互いに絶対の

信頼をもつことである。このような信

頼関係は、一朝一夕に出来上がったも

のではなく、ある時などは、やや早い

とは思われたが３００g詰め小豆を函詰

めとして５トン車一台分を送りつけた

ところ、置き場所がないので引き取っ

て欲しいとのことであり、なんとか

送ったのであるから都合をつけて受け

とってもらいたい旨の交渉をしたが応

じてもらえず、当方が運賃を負担して

送り返してもらったこともある。その

一方で、南瓜の出荷時期に、腐りが多

くて製品率がよくない時などには、

スーパーの方では、「切り売りもする

ので、僅かな変形などは気にしないで

送って下さい。」との便宜を図ってく

れたこともあった。このように、双方

が損得を超越して、信頼し合える関係

までにならなければならないのである。

現在では、スーパー内に駒谷農場
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コーナーまで作り販売PRに努めてく

れている。

まとめ

私は今後とも国民の生命を維持発展

させる食糧を生産するプロとして、ど

のような困難があろうとも、この農業

を続けるつもりである。私は本当に農

業が好きであり、食べる物を生産する

ことを使命とすることは生きがいでも

ある。

店頭には紛らわしい表示を堂々と掲

げ、いかにも有機、無農薬栽培である

かのような農産物が並んでいる。それ

を消費者は信じて買っている。あらゆ

るものがそうだとは言わないが、少な

くても消費者を偽るような農産物では

なく、安心して食べられ、それが健康

に役立つ物を生産する農業でありたい

ものである。

そのためには、肥沃な土づくりに必

要な堆厩肥の生産は欠かせないものと

なっているので、私は都市部から養豚

家を自分の土地に誘致し、それから排

泄される豚尿糞と残渣物を混合して堆

肥を生産し、これを３年間熟成させ、

１０aあたり１トン～２．５トンを全面に

施用している。また、長沼町は季節風

が強く、どの作物も初期成育が劣るこ

とによって全体に影響する。特にこの

地帯はこの季節風が強いところである

ことから早くから防風林の必要性感じ、

柳、ナナカマド、ハンの木、ニレ、ド

ロなどの樹種を選びながら、耕地全面

に防風林を設置している。

これらのことが有機的に組み合わさ

れて効果のある農業になるのであって、

自給率４０％以下の日本農業が輸入に

よって満たされていることに憤りを感

じているものとして、この危機を乗り

越えるため、微力ではあるが懸命に頑

張り、努力するつもりである。
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清水町の概要

清水町は、十勝管内の西北部に位置

し、その面積は４０２�で、地目別では
畑１４６．４�、山林１７３．６�、牧場１８．２�、
宅地６．５�、原野他５７．３�、経営別で
は畑作、酪農、混合経営体である。

地形は、南北に走る日高山脈から東西

に緩い傾斜をなし、大雪山等を源とす

る十勝川が中央部を流れ、これに注ぎ

込む佐幌川、芽室川などの河川により

三つの段丘地からなり、中央及び南北

には平坦地、東西に丘陵地が起伏して

おり、農作業の時期についても地帯に

よって定植、収穫に若干のずれがある。

いずれにしても農業を基幹産業とする

町である。

農家戸数・就農者等の推移

本町の農家戸数は、平成７年には５２２

戸あったものが、平成１２年には４４０戸

となり、８２戸が離農している。その理

由として、経営不振、高齢化、後継者

公的支援組織による
農地保全

橋本 雅美（はしもと まさみ）

財団法人清水町農業振興公社事務局長

表１ ＜農家戸数等の年度別推移＞

年度 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年

農 家 戸 数 ５２２ ５１０ ４８９ ４６９ ４５６ ４４０

離 農 農 家 １３ １２ ２１ ２０ １３ １６

新 規 就 農 者 数 － １ ２ ２ － －

新卒・Uターン者数 ８ ９ １２ １５ ５ ９
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不足、農業者年金受給、病死、不慮の

事故、農業の先行き不安が主なもので

あった。

しかし、その間にも新規就農者の受

入や新卒Uターン者数も毎年１０名前

後となっており、本町農業を支える力

となっている。（表１）

清水町農業・農村活性化

ビジョン

本町の農業情勢は、農産物自由化に

伴う価格の低迷による経営不振や後継

者不足、高齢化による労働力不足等か

ら多くの離農者が出ていた。これらの

農地については、これまで、ほとんど

が既存の農業者が規模拡大により吸収

してきたが、労働力問題等により規模

拡大も限界にきており、このまま推移

すれば農地の遊休化、離農の一層の進

行などにより地域農業の崩壊のみなら

ず、町の経済にも深刻な打撃を与える

ことが予想されていた。

この様な危機にさらされている農業

の衰退を食い止めるため、関係機関等

の協力のもと複雑に錯綜している問題

・課題を調査・分析を行い、これらに

適切に対処するため、平成８年「清水

町農業・農村活性化ビジョン」を策定

し、具体的な取り組みの指針を明示し

た。

その内容は、「農業・農村の現状と

課題」「ビジョンの将来イメージ」「ビ

ジョンとしくみと期間」「清水町農業

・農村活性化ビジョンの将来、イメー

ジ、テーマ、戦略プロジェクト」「ビ

ジョンの戦略プロジェクト」からなり、

農業をビジネスとしてとらえ、外部依

存体質からの脱却、そして自立心を備

えた農業経営体の育成・確立に重点を

おき、行政、農業関係機関としても最

大限の支援を行うものである。

その中で、農地保全に係わる「法人

経営体の育成」（有限会社メロディー

ファーム）、「農作業支援組織の育成・

整備・活用」（清水町農業サポートセ

ンター）、「町等による一時的な農地管

理」（財団法人清水町農業振興公社）

の取り組みについて簡記する。

有限会社

メロディーファーム

農業生産法人「有限会社メロディー

ファーム」は、本町下佐幌地域の平坦

な台地に位置している。地区の平均耕

作面積は２８．５haで清水町平均より若

干少ない規模で、土壌の大部分は湿性
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火山性土となっており恵まれた農業条

件ではない。

畑作共同農業生産法人の設立のきっ

かけとなったのは、昭和６０年以降の農

産物価格の低下による収入の減少、所

得確保のため努力してきたコスト低減

や収量の増加も家族労働としては限界

にきていたこと。また、ガット・ウル

グアイ・ラウンド合意の２０００年以降さ

らに厳しい農業情勢になると予想され

たことで、これらに対処するため共同

経営の方向を地域の中で模索してきた

のである。

その結果、平成８年１０月、構成員は

下佐幌地区の２地域にまたがるが、汎

用コンバインの利用組合員として機械

の共同利用を行っていたこともあり、

この組織を母体（５戸）として共同化

・法人化のメリットを活かし、更に農

作業の受託や農地の受け手等地域との

連携を見すえた経営体が設立された。

１ 経営概要

有限会社メロディーファームにおけ

る経営の特徴は次のとおりである。

� 設立時の戸別既存機械を会社に売

却することにより戸別負債を軽減

� 残存戸別負債（約４０，０００千円）を

会社に引き継ぐ（地代により相殺）

� 農作業受託による収入増大

（清水町農業サポートセンターとの

連携）

	 てん菜播種センターの運営による

収入増大


 福利厚生の充実（社会保険、厚生

年金、休暇制度）

� 女性の労働負担軽減

運営については、社員１０名（うち役

員５名）、従業員２名、パート若干名

であり、作業の分担については作物毎

に担当者を決め、作物に関する情報の

収集と提供に努めている。又、作業の

内容や人員配置等については、毎朝

（男性７時３０分、女性８時）集合時に

協議し決めている。

共同化により、顕著に現れた成果に

ついては、経営内容はもとより、労働

負担の軽減で設立当初と労働時間で比

べても大きく減じている。

労働日数及び時間（平成１２年４月か

ら１１月 ２４４日間）

男 性 １８８日 １，４２８時間

（平成９年 １，８８０時間）

女 性 ７１日 ５０５時間

（平成９年 １，１１０時間）

※ 農休日 毎週日曜日

施設についても、てん菜播種セン
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ター、育苗ハウス（３棟）、管理休憩

施設、格納庫、低温庫、麦乾燥施設、

機械については、トラクター１０台をは

じめ５１台の各種機械を有し、いずれも

農業生産法人育成総合支援事業、近代

化資金、改良資金等の支援を受けてス

タートした。今後の展開についても、

規模拡大をはかり農畜産物の加工販売

や観光農業についても取り進めていく

計画である。（表２）

２ 農作業受託

農作業受託については、清水町農業

サポートセンターと連携し、てん菜の

移植作業を行っている。平成１３年の実

績（受託分）はてん菜播種ポット１０，０００

冊、てん菜育苗ポット１，３００冊、てん

菜移植作業６３ha（１２戸分）となって

おり、地域連帯型法人としての責務を

果たしている。（図１）

清水町農業

サポートセンター

１ 設立の背景

清水町の基幹産業は農業であり、農

産物と企業とがうまく連携しながら発

展してきた。しかし、平成に入ると相

次ぐ離農、農地の吸収による経営面積

の増大、高齢化、担い手不足による労

働力不足が深刻化し、地域全体の労働

力を調整するシステムの確立が必要と

なってきた。更に、地域では多くの機

械利用組合が崩壊し、農家個々で機械

表２ ＜経営規模と作付状況・収量＞

平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年

作付 収 量 作付 収 量 作付 収 量 作付 収 量 作付 収 量

秋まき小麦 ３８ ５２４ ４３ ５８２ ４５ ２５８ ５１ ３９６ ５０

馬 鈴 薯 ４１ ４，６７１ ４２ ５，００８ ４２ ３，１３１ ４３ ４，６０５ ４０

て ん 菜 ４４ ５，４７０ ４８ ５，８１９ ５０ ５，７４３ ４９ ５，５２４ ４５

豆 類 ５０ ２２０ ４２ ２２５ ３９ ２５７ ２８ ２５１ ３６

そ の 他 ３ ２，９８０ ４ ２，２２９ ３ ３，３８３ ２ ２，７２２ ２

計 １７６ １７９ １７９ １７３ １７３

自 作 地 １０７ １１０ １１０ １１０ １１０

借 地 ６９ ６９ ６９ ６３ ６３

単位：作付・自作地・借地 ha、収量�／反
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を所有する様になり、農業経費に占め

る機械経費の高騰が経営を圧迫してい

る状況であった。

このため、農家の労働力不足を補い、

機械利用体系の再編によるコストの低

減対策に取り組むことを「清水町農業

・農村活性化ビジョン」に位置付けた。

これらの課題に対処するためコントラ

クター制度導入の検討に着手し、平成

８年度に農業関係機関で構成される

「清水町営農対策協議会」の中に、生

産者代表含む１８名からなるプロジェク

トチーム（労働支援センター）を設置

し、町内での実践と道内外の先進事例

調査を行い農業関係者総意の下、平成

９年３月３１日「清水町農作業受委託協

議会」（通称サポートセンター）をス

タートさせた。

２ 酪農と畑作

本町は飼料作物、畑作物とも７，０００

haの作付があり、畑作経営も３０ha以

上が主流を占め大規模化が進んできた。

しかし、畑作経営の大規模化は労働力

図１
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を必要とする豆類やてん菜の作付比率

を減少させながら、機械化の進んでい

る作物の面積を拡大させるという歪ん

だ形で推移しており、輪作体系維持に

よる健全な発展も地域農業の大きな課

題であった。このため酪農部門のみな

らず畑作部門においても対応の必要性

に迫られていた。

３ 機械をもたない

運営の特色は、本町で農機具の展示

会ができるとまでいわれていた現有の

機械の有効活用をベースに可能な限り

協議会で機械を保有せず、そのかわり

労働力を抱える方法を選択した。飼料

作物の収穫は、農家から借り上げした

機械に専任のオペレーターが乗り、受

託作業を行い機械を提供した利用組合

や個人に借り上げ料を支払い、より高

度な技術を必要とするものは民間へ斡

旋する方法としてスタートした。

例えば、てん菜の移植や馬鈴薯の播

種作業はメロディーファーム（畑作共

同農業生産法人）やホクレン（てん菜

のみ）に依頼する。サイレージの運搬

は運送会社へ、調整はショベルやユン

ボを所有する建設会社へ委託する。更

に、各種豆類の収穫はコンバインの所

有する機械利用組合へ依頼する方法と

なっている。

このことは、稼働率の低い機械（農

業機械に限らず）の効率利用が図られ、

機械所有者も含めた受託者に利益をも

たらしている。しかし、現在では、受

託面積の増大により、必要とする時期

に機械がそろわない状況が出てきてお

り、このため不足する機械については、

リースして台数の確保を図っている。

このことにより、低料金の設定がなさ

れている。機械の借上、作業日程の調

整、作業の斡旋等についてはマネー

ジャー（JAより派遣）が受けもち、

サポートセンターが受託する作業につ

いては、オペレーター３人体制で行っ

ている。しかし、繁忙期には３名のオ

ペレーターでは賄いきれないため、サ

ポートセンターに登録いただいている

農家の担い手をサブオペレーターとし

て協力いただいている。

４ 有限会社清水町農業サポートセン

ター

発足時からの受託面積（表３）は

年々増加しており、現在農家の半数以

上が利用している。今後も受託面積は

増えていくと見込まれ、又、規模縮小、

離農等による農地流動化への対応（公

社と連携）を検討した結果、更なる機
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能の充実を求めていく必要があること

から、平成１３年３月、新たに有限会社

法に基づき「有限会社清水町農業サ

ポートセンター」を設立し、農業生産

法人の資格を有し今後予想される事態

に対処する体制を整えたところである。

このサポートセンターに対しては、

町、JA等関係機関による「清水町農

作業受委託推進委員会」を設立し、サ

ポートセンターへの支援を行っている。

財団法人

清水町農業振興公社

１ 農地の流動化対策

平成４年、農業委員会より町に対し

公的機関が農地を一時保有するシステ

ムの建議がされた。その背景には、当

時本町の離農率が十勝管内において２

番目で、更に離農されるであろう農家

が多数予測され、農地の需要を上回る

供給が見込まれ農地の遊休化を危惧し

ての建議であった。

当時、北海道農業開発公社が農地保

有合理化法人として、農地需給調整に

大きな機能を果たしていた。しかし、

本町において道公社につなぐとしても

タイミングがあわない、また、緊急に

対処しなければならない事例等がたび

たび発生し、地元にとって頭のいたい

難しい課題への対応ができないでいた。

この様な事例をもとに、本町としても

独自に農地の中間保有機能を保ち、そ

の保有農地の集積、集団化のため活用

することが本町の今後の農地対策に

とっても有効な手段であると判断し、

平成８年に策定した「清水町農業・農

村活性化ビジョン」の農地需給緩和へ

の対策の中で「町等による一時的な農

地管理」を位置付けし、利用権を軸と

した調整機能が今まで以上に重要性を

増すと想定され、ある程度余剰農地対

策としても有効と考えた。又、単に農

地の流動化に留まらず機械の問題、労

働の問題等にセットで対応できる総合

的な生産システムの構築が必要とされ

た。

これらの課題に対処するため、平成

９年より道外の先進地を視察し、その

結果、道外では財団又は社団による事

業展開がなされており、この方法は本

町の農地対策の他、農業支援対策とし

ても必要な機能であり、農家経営安定

の意味からも積極的に取り組むことに

した。（図２、表３）

２ 農業支援システム構想

本町の農業状況については、清水町
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清水町農作業受委託の仕組み�

飼料作物�
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表３

年度 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 備 考

牧 草 収 穫 ６２５ ７１３ ７７４ ７６５ ７６３

コ ー ン 収 穫 ２８３ ３６５ ３３５ ３３８ ３９９

ビ ー ト 移 植 ５０ ５８ ９８ ８７ １３４

豆 類 収 穫 ２２０ ２２９ ２３０ ２３８ １６７

耕起・整地・心土破砕 ５０ １１９ ２７０ ２５３ １７７

堆 肥 散 布 ８０ ２６２ ５１１ ５３５ ５２８

融 雪 剤 散 布 － ７７６ １，３９４ １，５８３

そ の 他 － １１７ １２７ ３５７ １５５ 麦旱，追肥，播種他

計 １，３０８ ２，６３９ ３，７３９ ４，１５６ （２，３２３）

利用戸数（実戸数） １０３ １７０ ２２５ ２４３

単位：ha

図２

64 ● ほっかいどう政策研究第１２号



農業・農村活性化ビジョンの中で述べ

たが、こうした状況に適切に対応し、

本町農業の振興を図るためには特に、

� 人・担い手づくり対策

（担い手育成事業）

� 農地対策（合理化事業）

� 労働支援対策

（農作業受委託事業）

� 新規就農者・中核農家の経営改

善策（経営改善指導事業）

を総合的に組み合わせた対策を推進す

ることとなり、新たに「農業支援シス

テム構想」を立ち上げた。この構想を

推進するにあたり、その中心的役割を

担う「財団法人清水町農業振興公社」

を設立した。（図３）

これにより、公社が農地保有合理化

法人の資格を取得し、農地の集積、各

種支援事業の展開を図る体制ができた

ことは、課題等の解決のため大きな一

歩を踏み出したと考えている。

財団法人清水町農業振興公社の事務

所については、旧北海道立清水町農業

機械化研修所跡地を活用している。

この施設は、農業者の研修所であった

ため宿泊施設が整っており、ホーム

ページ、週刊誌等を通じより積極的に

情報提供ができ、長・短期の実習者、

新規就農希望者の募集、受入ができた

ことは大きかった。現在、新規就農を

目指し、６家族が夢の実現を図るべく

日夜頑張っているのである。

農地の保全等に係わる北海道農業開

発公社との区分けについては、北海道

農業開発公社が売買、清水町農業振興

公社が賃借とし、農地の受け手がいな

い場合、公社で中間保有し、担い手へ

集積、又は、清水町農業サポートセン

ターと連携し、粗飼料を生産し酪農家

へ供給し自給率を上げる体制も築いた

ところである。

いずれにしても、本町におけるただ

ひとつの資源である「農地」をいかに

維持していくかが大切であると考えて

おり、こうした身近な実践の積み重ね

が良い結果を生み出すものと確信して

いる。

●特集「これからの北海道農業」

ほっかいどう政策研究第１２号 ● 65



監 事 � 理 事 会 �

理 事 長 �

副 理 事 長 �

事 務 局 長 �

農地調整課� 担い手育成課�総 務 課 �

展示圃運営係� 農業生産法人育成係�農地流動係� 後継者育成係�経営改善指導係�総 務 係 �

結婚相談指導員�

評 議 員 会 �

図３ 財団法人清水町農業振興公社組織図
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